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金子良事著

『日本の賃金を
歴史から考える』

評者：赤堀 正成

本書はつぎのような章立てで構成されてい

る。はじめに／第１章 二つの賃金／第２章

工場労働者によって形成される雇用社会／第３

章 第１次世界大戦と賃金制度を決める主要プ

レイヤー／第４章 日本的賃金の誕生／第５章

基本給を中心とした賃金体系／第６章 雇用類

型と組織／第７章 賃金政策と賃金決定機構／

第８章 社会生活の中の賃金／あとがき。およ

そ200頁の中に，江戸時代の年季奉公から昨今

のペイ・エクイティまで多様な事象が扱われて

いる。

第１章は，著者の岩手県釜石市平田地区での

ボランティア活動の経験から書き起こされてい

る。著者によれば「岩手県の沿岸部にはいまだ

封建的な慣習が残って」いる。「それは古い身

分制をいまに緩やかに伝えている。たとえば，

余裕のある家が生活の苦しい親戚に仕事をまわ

し，わずかな報酬と野菜などの現物を与える。

労働を提供された側も家族のだれかを労働力の

提供者として供出し，継続的にこれに応えなけ

ればならない」，「貸し借りは金銭よりも，むし

ろ労役でおこなわれる」（17頁。以下引用は頁

数のみを記す）。

そして著者はこの「封建的な慣習」とボラン

ティア活動を重ねてみている。ボランティア活

動の中で物資バザーを行ったが，スタッフに予

定していた報酬を支払うことができなかった。

しかし，スタッフからは「『やっぱり稼がなき

ゃダメだ！ 気持がぜんぜん違う！』という喜

びの感想」があがった。著者によれば，「この

感想に込められた『稼ぐ』という意味は，働く

ことを通じて誰かに貢献すること」であり「必

ずしも金銭的報酬」を伴わないものである

（17）。

ボランティア活動におけるこうした経験は著

者にとって大きな意味をもったようで，最終の

第８章では，これに呼応するように，つぎのよ

うに記されている。

労働基準法で現物給付が認めていられないの

は「戦後労働改革のなかでいかに封建制を克服

しようという問題意識」（188）の現れであり，

むろん「こうした規制は必要なもの」だが，

「結果的には農村文化の中にある互酬的な旧来

の慣習をも排斥する性格をもっていた。このよ

うな傾向には，大塚久雄などの戦後の論壇をリ

ードしてきた知識人たちが戦時中に疎開先の農

村で嫌な思いを経験し，共同体を否定的に語っ

てきたことも荷担している。最近にいたって，

農村共同体は社会的資本（ソーシャル･キャピ

タル）として再評価されるにいたったが，長い

あいだはそういう評価ではなかった事実は忘れ

られるべきではない」（188－9）。

だから，「農村を中心に雇用問題を考えると，

ある意味で，ワーク･ライフ･バランスが実現さ

れていた側面を指摘せざるを得ない」，そして

「世帯の家計維持を意味する生活賃金とはまっ

たく違う意味で，低賃金はある生活形態を基盤

に成立していたのである」（182）とも述べら

れる。

著者に「農村共同体」を知らしめることにな

ったボランティア活動に取り組む経緯は「あと

がき」でつぎのように述べられている。「実践

には一切関わらない。それが研究者としての私
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のポリシーだった。私が勉強した社会政策や労

使関係の分野では，難しい現実にお座なりの説

教を繰り返す研究者が後を絶たない。その人た

ちは，現実を変えられず，変わらない現実に今

日も怒り続けている。そのようにはなりたくな

かった。ただ研究をやりたかった。しかし，す

べてを東日本大震災が変えた。震災後数日，被

災者のために動き出した人たちをみて，支援活

動に従事することに決めた」（205）。

そして，ボランティア活動が著者にとって大

きな意味を持ったのだろう。「労働条件を切り

下げる頑迷なボランティア精神」（191）に触

れた箇所では，「低賃金を規定している原因は

労働者側にもある。頑迷なボランティア精神が

それである」として，つぎのように書かれてい

る。

「他者が報酬を受けることを批判し，報酬を

受け取るものにたいして罪悪感を与えるものさ

えいる。／あえて価値観に踏み込んでいうが，

こうした輩こそボランティア精神ではなくエゴ

のかたまりである。しばしば自分の弱さを直視

できないがゆえに，報酬を受け取らないという

形式にこだわる。それより日本テレビで二四時

間テレビをはじめた萩本欽一がそうしたよう

に，最も高額の報酬を要求して，それを全額寄

付すればいいのである。チャリティ番組のギャ

ラがそうであるように，現実に報酬を受け取れ

ば，必ずそれを寄付しない者が現れるだろう。

そのとき，ボランティア精神が本物か否か，鼎

の軽重が問われるのである。寄付しないから悪

いのではない。綺麗事はいわず，商売は商売と

割り切ればよいのである。頑迷なボランティア

精神は美辞麗句に包まれているがゆえに批判し

にくい性質をもっている。だからこそ，もっと

も性質が悪い」，「こうした偽善のうえに，ボラ

ンティア行為を費消する者もおり，罪悪感をも

たされ，それに反論できないものは使い倒され

る」（192）。

これは著者のボランティア経験があって初め

て書かれた言葉だろう。このように「あえて価

値観に踏み込ん」だ，強い情動を伴う主張は本

書の中では例外的な部分である。実際，本書の

各章末にはコラムが付されていて，「コラム⑧

絶対的な正しさと相対的な正しさ」（201）で

は，「私は自分の正しさのみを追求するよりも，

完全な正義は実現できないという前提に立って

多様な考え方を数多く認識することが重要だと

考える」，「自分が正しいという結論は相手の否

定に繋がり，人間関係を破壊してしまう」と冷

静な筆致で述べられている。にも拘わらず，

「相対的な正しさ」に満足することなく，上に

みたように時に「絶対的な正しさ」を強く主張

する行が本書に散見されるのは，著者自身がボ

ランティア活動に強い利害を覚えるようになっ

たがゆえに，その経験が著者自身をも変えつつ

あるためだろう。

というのも先に，今日に残る「封建制」を肯

定的に掴まえ，返す刀で，大塚久雄に代表され

る，戦後日本の社会科学の支配的な傾向とでも

いうべき近代主義的思考に対する著者の批判を

引いたが，本書にはそうした批判と調和しない

近代主義的な主張も並存しているからだ。たと

えば，出来高給と生活給とを対比した行ではつ

ぎのように述べられる。

「能率と生活は対立してとらえられることが

少なくない」が「ここで見逃してならないのは，

近代においては『生活』は『能率』と深く結び

ついていたという事実である」（74）として，

比較優位論に立って自由貿易を支持するウェッ

ブ夫妻にふれ，「苦汗産業での賃金引き上げ」

を伴う「産業主義的な効率を追求することこそ，

世界全体の効率にも寄与する」，「産業主義的な

効率を追求することと，労働条件（生活）を上

げることが軌を一にしている」という。なぜな
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ら，「苦汗産業が労働コストを安価に抑えられ

るのは労働者の所得が他者から援助されるか，

労働の正常な再生産費を支払っていないから

で」，これでは「国民的資源である労働力を長

期に消耗させ，『産業進歩』に寄与する基幹産

業の成長を阻害することになる」からだ。

さらに別の箇所でも，生活給と能率給をめぐ

る労資の対立を指摘して，「本書ではこのよう

な『生活』や『能率』の捉え方が，近代社会が

興隆してくる時代において，いかに狭いもので

あるかを繰り返し説明してきた」（152）とい

うように，これは本書を貫く基本的な視点でも

ある。

だが，こうした近代主義に立つ主張と，先述

の，今日に見られる「封建制」の肯定的評価並

びに大塚批判とは容易には両立しないだろう。

そうだとすれば，ここに現れる議論のソゴは，

著者がボランティア活動を経て，先の「絶対的

な正しさと相対的な正しさ」という著者の枠組

乃至「ポリシー」が内側から崩れつつあること

によって生じたもののように思われる。

さて，冒頭に触れたように，本書は賃金をめ

ぐる多様な事象に自在に筆が及ぶものだが，そ

れをここで忠実に再現する紙幅はないから，歴

史を様々に辿った後で論じられる，今日の論点

の一つである女性労働についての著者の見解に

ついてみておこう。

ペイ・エクイティについては，その「実現は

実務的にむずかしいが，理屈は難しくない。し

かるべき労働組合が組織され，かつその組合が

男性優位の組織でなく，男女共同参画に理解が

あれば，集団的労使関係の枠組で解決できる」，

「第４章でも説明したが，職務分析はもともと

仕事を作業レベルに分解し，ワンベストウェイ

を探し，どんな労働者でもそのような技能を身

につけさせる方法を確立させようというねらい

があった。仕事の解析自体は客観性を担保する

ことが重要なので，そこにペイ･エクイティ

（同一労働同一賃金）の原則を組み合わせれば，

賃金格差を是正する根拠を得ることができる」

としている。

だが，そう言い切れるだろうか。第３章での

ことだが，たしかに，科学的管理法を提唱した

「テイラーの理念によれば，時間・動作研究は

one best wayを発見することに究極の目標がお

かれる。しかし，実際には時間・動作研究を徹

底して標準作業を設定しても，すぐに次の作業

改良がめざされるため，いつまで経ってもただ

一つの理想的な作業は完成しない」（63）と述

べられ，指示された第４章で関連する記述と思

われるのは，「波多野［波多野貞夫。日本能率

協会：引用者補］の提案は（科学的管理法によ

る）マネジメントを前提にしているが，実際，

現場でそんなむずかしいことをできる企業はか

ぎられている」（79），或は出来高給を論じて

「仕事内容をどのように評価するかで無数のパ

ターンがある」（77）というものである。さら

に，第６章では，「動作･時間研究が効果をあげ

たのは，標準化が可能な相対的に技能が低い入

門レベルのトレーニングである」，「紡績業でさ

え，もっとも高度な技能は解析することができ

なかった（もっとも成績のよい女工が優秀な理

由を解析しきれなかったということである）」

とある（119－120）。とすれば，「実務的にむ

ずかしいが，理屈はむずかしくない」とまでは

言い切れないように思われる。

そして，本書は最後にワーク･ライフ･バラン

スと生活賃金を，つぎのように論じて閉じられ

ている，「たとえば，ある女性が勤める会社は

女性雇用を重視して，ワーク・ライフ・バラン

スの施策をとっているとしよう。しかし，彼女

のパートナーの会社はそうしたことには無配慮

で，男性は仕事一筋で働くべきであるという理
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念で会社を経営している。そうすると，共働き

をして，家事を公平に分担しようとしても，自

然と女性のほうが家事を多く負担しなければな

らなくなる。家事負担の多くなった彼女はライ

フに重心が傾き，ワークとバランスをとった生

活を継続するのが困難な状態に追い込まれてし

まうだろう。このとき，たまたま同業他社に二

人が勤めていれば，既存の産別組織が労使交渉

することも可能かもしれないが，一般論からい

えば，婚姻関係を軸にして組合を組織するのは

困難である。／また，仮にすべての企業がワー

ク・ライフ・バランスを実現したとしよう。労

働者が選べる組合せは無数になってしまい，こ

れを集約することは困難である。標準労働者と

いうモデルを設定するタイプの個別賃金要求

は，生活ニーズという点からいえば乱暴かもし

れないが，労働者のニーズを集約して賃金交渉

するという本質を考えれば，いまとなっては一

つの偉大な妥協の産物である。生活賃金を要求

するには，その前提となる『生活』を把握しな

ければならないが，その把握が困難になってい

るところに現代の賃金のむずかしさがある。そ

れを解決するために，一人ひとりが考えなくて

はならない」（199－200）。

本書の結論部分となるので長く引用したが，

評者には理解しづらい内容になっている。「た

とえば」と前置きされた思考実験の範囲とはい

え，「既存の産別組織」が賃金についてはでき

なくてもワーク・ライフ・バランスについて

「労使交渉することが可能かもしれない」とい

うこと「標準労働者というモデルを設定するタ

イプの個別賃金要求」が「偉大な妥協の産物」

とされていること（何と何の妥協で，何故に

「偉大」と形容されるのか），「『生活』」の「把

握が困難」であるということ（「標準労働者と

いうモデルを設定するタイプの個別賃金要求」

は一貫して家計調査に基づいており，今日かつ

てよりも家計の把握が困難になっているという

ことはないだろう）。

さらに，ブルーカラーに限ってみても21世

紀に入ってなお，日本の労働者がフランス，ド

イツの労働者よりも年間で約480時間も多く働

いており（つまり，労働時間が職場に拘束され

る程度の低いホワイトカラーの場合にはさらに

多くの労働時間が「サービス残業」として付加

されているだろう），その上にブルーカラー労

働者の過労死事例もあることを想起すれば，

「仮にすべての企業がワーク・ライフ・バラン

スを実現した」場合に，「労働者が選べる組合

せは無数になってしまい，これを集約すること

は困難である」という結論を導く思考実験の手

順ばかりでなく目的自体が評者に理解しづら

い。

しかし，先に見たように，著者自身が述べる

「絶対的正しさと相対的正しさ」の枠組が本書

の中において変化しつつあることを思えば，ボ

ランティア活動について著者が述べたときのよ

うに，今後こうした問題についても著者が「絶

対的正しさ」を強く主張することもあり得るだ

ろうと期待される。

本書「はじめ」にでは，「予備知識のない初

学者にも通読していただけるように，基本的な

知識の説明も含まれている。ただし，いわゆる

伝統的な賃金や労働問題，労使関係のテキスト

にあるような構成にはなっておらず，そういう

勉強をされた方も驚くような展開をご用意して

ある。その代わり，読みやすさを考慮して参考

文献は最低限のものしかふれていない」（5）

と書かれてある。自分を初学者と仮定すれば，

本書は初学者にはむずかしい著作と感じられ

た。また，自分を「伝統的な」「テキスト」で

勉強をしてきた者と仮定してみても，読み終わ

って著者が意図した「驚くような展開」が何の
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ことかは掴みかねた。

しかし，それが，「目標」とされた（206），

小池和男氏の『賃金』の「はじめに」冒頭「賃

金は何よりも生活の問題である」の引用から本

書の「はじめに」冒頭が始まり，上に引用した

文章で締め括られることを指しているのであれ

ば，確かに驚きもした。

1966年刊の『賃金』を締め括る言葉は，未

組織労働者の組織化のために常駐オルグを全国

に配置しただけでなく，「零細自営業者――

『事実上』の労働者の大群の利害と願望のにな

い手としても活動している」総評は「まさに国

民運動のにない手なのである」，というものだ。

ならば，総評に比肩する「国民運動のにない手」

たる労働運動なき今日，ワーキングプアの増大

に歯止めがかかるどころか，さらなる増大が見

込まれる格差社会の中で，「賃金論は何よりも

生活の問題である」と小池『賃金』からの引用

をもって始まる本書が，それと平仄を合わせて

のことだろう，「『生活』」の把握の困難が「現

代の賃金のむずかしさ」なのだとして，「それ

を解決するために，一人ひとりが考えなければ

ならない」との文言で閉じられるのだから。

本書は賃金の歴史の様々な論点について自由

闊達に論じられており，既知の事柄については

自分の考えを検討するために，未知の事柄につ

いては著者のコメントともども教えられ考えさ

せられるところが多かった。著者自身が断って

いるように参照文献は僅かしか挙げられていな

い。「リーディング案内」が付されているが本

書の内容との関係は定かではない。注を付して，

著者が参考にした先行研究や批判的に捉えてい

る先行研究が挙げられていれば，著者のオリジ

ナルな見解がもっと読み手に分かり易く伝わる

ものになっただろう。

入門を意図した著作が注，参照文献を省略す

るのはよくあることだが，実は，入門的な著作

にこそ専門書に劣らず，本格的な勉強に進むた

めに，初学者は豊富な注や参照文献を望むので

はないかと思う。

（金子良事著『日本の賃金を歴史から考える』

旬報社，2013年11月刊，207頁，定価1,500

円＋税）

（あかほり・まさしげ　大原社会問題研究所嘱託研

究員）
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